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資料１
添付資料２

（平成１６年９月１５日福岡空港調査連絡調整会議幹事会資料より）

福岡空港調査ＰＩ有識者委員会の設置について

１ 目 的
福岡空港の総合的な調査におけるＰＩプロセスの手続きの透明性、客観性、公正
性を確保するため、公正・中立な立場から、ＰＩ実施主体（福岡空港調査連絡調整
会議）が行うＰＩのプロセスについて監視、評価、助言する機関として設置する。

２ 所掌事項
福岡空港調査ＰＩ計画を踏まえ、以下の事項とする。
・ ＰＩ実施計画に関する審議、評価、助言
・ ＰＩ実施期間中の監視、助言
・ ＰＩの結果に関する審議、評価、助言 等を行う。

、 。※ これらの助言等は ＰＩ実施主体である福岡空港調査連絡調整会議に対して行う

３ 構 成
・ 委員会は、目的の達成に必要な専門的知識等を有し、福岡空港の対応策等につ
いて中立的、客観的な立場を有する有識者をもって構成する。

・ 委員の構成及び選定方法 …… 次ページのとおり

４ その他
・ 委員会は、福岡空港の総合的な調査に係る検討の全ステップに対応したＰＩが
終了するまでとする。

事務局は、福岡空港調査連絡調整会議事務局とは別に設置する。
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福岡空港調査ＰＩ有識者委員会委員の選定方法

委員は、有識者委員会の所掌事項、責務の性質等を勘案し、以下の考え方に沿って選
任することとし、また、可能な限り専門分野に関する団体から推薦を受けるなど、選出
の過程の透明性を確保することとする。
なお、委員の選定の過程、選定理由等については、ホームページ等により公表するも
のとする。

(1) 基本的な事項

①ＰＩプロセスを客観的な立場から監視するという委員会の目的またその性格等か
ら、福岡空港の対応策等について中立的、客観的な立場を有されていること。

②特定の行政機関及び特定の利害関係者又は利害団体の意見を代表していないこ
と。

、 、③一定期間に集中すると予想されるＰＩプロセスの監視 助言等のための実態把握
会議等に従事することが可能であること。また、任期を全うすることが可能であ
ること。

④福岡空港の総合的な調査におけるＰＩの意義、目的について理解・賛同している
こと。

(2) 個別的な事項（専門性等）

・ＰＩに関する有識者
…・交通計画分野におけるＰＩ、欧米における事例、手法等に精通するととも

に、ＰＩに携わる等の経験を有されている学識経験者。
・空港計画に関する有識者

…・ＰＩプロセスで提供される情報は、空港に関する調査情報であるため、空
港をはじめとする交通計画全般に精通されている学識経験者。

・法制度・行政手続きに関する有識者
、 、…・ＰＩプロセスの手続きの妥当性 情報公開に関する法及び視点からの評価

点検を行うために重要な地域の情報公開条例、情報公開の状況等に知見を
有されている有識者。
・地域に活動拠点を置かれている方で、弁護士会等関係団体からの推薦を受
けられた有識者。

・ﾏｽｺﾐ・ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾞﾑに関する有識者
…・ＰＩ手法、コミュニケーションのあり方の適切性等の評価、点検を行うた

めに重要な情報提供の手法等市民等とのコミュニケーションに関し、地域
特性を踏まえた知見を有されている有識者。

・事業、経営に関する有識者
…・ＰＩが効率的に行われているか等の評価、点検を行うために重要な事業運

営などマネージメントについての知見を有されている有識者。
・地域に活動拠点を有されている方で、公認会計士協会等関係団体からの推
薦を受けられた有識者。
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委員の選定（一覧）

分 野 候補者選定の視点

・ＰＩに関する有識者 ・交通計画分野でのＰＩの理論、事例、実践に専門的知

識、知見を有する学識経験者。

・空港計画に関する有識者 ・空港を含む交通計画等に関して専門的知識、知見を有

する学識経験者。

・法制度・行政手続きに ・地域に活動拠点を置かれ、地域の情報公開条例、情報

関する有識者 公開の状況等に知見を有する有識者。

・福岡県弁護士会からの推薦を依頼予定。

・ﾏｽｺﾐ・ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾞﾑに関 ・地域に活動拠点を置かれ、地域でのマスコミ等活動を

する有識者 通して情報提供の手法や市民等とのコミュニケーショ

ンに関し知見を有する有識者。

・事業、経営に関する ・地域に活動拠点を置かれ、事業の効率性など企業マネ

有識者 ージメントに関し知見を有する有識者。

・日本公認会計士協会北部九州会からの推薦を依頼予定。


